
●行為の届出（条例第43条に該当しない行為）●意見聴取の申請（条例第43条に該当する行為）

条例第43条に該当する行為：

景観法による届出及び通知、建築基準法による建築確認申請、大阪

市屋外広告物条例による屋外広告物許可申請

条例第43条に該当しない行為：

外構部の舗装等の模様替え、船場後退部における植栽ポット等の設

置、外構部における植栽・テーブル・チェア等の設置、通りから見

える展示物の展示、夜間照明の変更 など

意見聴取の申請・行為の届出フロー


